
（平成25年度第4回）
入院医療等の調査・評価分科会
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本日の検討項目

診療報酬点数表における簡素化の検討
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調査項目

【平成24年度】

（１）病院機能に合わせた効率的な入院医療の推進
① 一般病棟入院基本料、亜急性期入院医療管理料等の見直しについての影響
② 慢性期入院医療の適切な評価の見直し
③ 特殊疾患病棟や障害者施設等から療養病棟に転換した場合に対する経過措

置の実態 等
（２）医療機関における褥瘡の発生等の状況の検討
（３）診療報酬点数表における簡素化の検討
（４）医療提供体制が十分ではなく医療機関の機能分化を進めることが困難な地域に配

慮した評価の検討
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【附帯意見13】

診療報酬における包括化やＩＴ化の進展等の状況変化を踏まえて、診療報酬の請求方法や、指導・監査等
適切な事後チェックに資するための検討を引き続き行うこと。

【関係する改定内容】
入院基本料等加算のうち、算定割合の高い栄養管理実施加算と褥瘡患者管理加算を入院基本料に包

括化した。

（３）診療報酬点数表における簡素化の検討

【調査内容案】
入院基本料等加算の算定の実態に関する調査：加算の算定状況、患者像等の調査

調査対象：調査対象とする入院基本料等加算を届出・算定している医療機関
【調査項目（案）】

統計データの収集や実態調査を行い、適切な分母に基づく、算定に係るデータを集める。
○算定回数の高い加算：
○算定回数の低い加算：

・患者の病態が算定要件となっている加算
・治療法が算定要件となっている加算
・制度が算定要件となっている加算
※各算定回数に関しては社会医療診療行為別調査等のデータを活用
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・病院の体制の評価 ・看護配置の評価
・地域特性の評価 ・特殊病室の評価
・療養環境の評価

入院基本料等加算の類型
①医療機関の評価

・紹介・受入の評価 ・退院調整の評価

・脳卒中 ・救急 ・小児 ・産科
・精神科 ・精神疾患と身体疾患の合併 ・小児精神
・褥瘡・重症皮膚潰瘍 ・栄養管理 ・人工呼吸器離脱
・介護連携 ・がん ・難病等

②医療連携の評価

殊診療の評価等
③特定の疾患や病態に対する特

殊診療の評価等

中 医 協 総 － 1 － 1

２ ３ ． １ ２ ． ７
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入院基本料等加算の算定率 ①

区分 診療報酬名 算定率
A200 総合入院体制加算 1.9%
A204 地域医療支援病院入院診療加算 2.7%
A204-2 臨床研修病院入院診療加算 21.7%

A205 救急医療管理加算
乳幼児救急医療管理加算

48.7%

A205-2 超急性期脳卒中加算 0.0%
A205-3 妊産婦緊急搬送入院加算 0.7%
A206 在宅患者緊急入院診療加算 0.1%
A207 診療録管理体制加算 45.3%
A207-2 医師事務作業補助体制加算 26.7%
A207-3 急性期看護補助体制加算 30.3%
A208 乳幼児加算・幼児加算 1.0%
A210 難病等特別入院診療加算 1.0%
A211 特殊疾患入院施設管理加算 23.2%

A212 超重症児（者）入院診療加算
準超重症児(者)入院診療加算

5.3%

A213 看護配置加算 16.5%
A214 看護補助加算 49.6%
A218 地域加算 73.0%
A218-2 離島加算 0.4%
A219 療養環境加算 39.6%

区分 診療報酬名 算定率
A220 ＨＩＶ感染者療養環境特別加算 0.0%
A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算 0.3%
A221 重症者等療養環境特別加算 5.7%
A221-2 小児療養環境特別加算 0.4%
A222 療養病棟療養環境加算 82.1%
A223 診療所療養病床療養環境加算 88.5%
A225 放射線治療病室管理加算 0.0%
A226 重症皮膚潰瘍管理加算 0.3%
A226-2 緩和ケア診療加算 0.1%
A227 精神科措置入院診療加算 1.0%
A228 精神科応急入院施設管理加算 0.4%
A229 精神科隔離室管理加算 67.5%
A230 精神病棟入院時医学管理加算 16.1%
A230-2 精神科地域移行実施加算 18.7%
A231 児童・思春期精神科入院医療管理加算 0.4%
A231-2 強度行動障害入院医療管理加算 0.3%
A232 がん診療連携拠点病院加算 2.6%
A233 栄養管理実施加算 88.4%
A234 医療安全対策加算 33.4%
A238-5 救急搬送患者地域連携受入加算 0.1%
A243 後発医薬品使用体制加算 11.6%

＜平成22年社会医療診療行為別調査を元に算出 (主に毎日又は入院から一定期間算定するもの)＞

*赤文字は算定率の低いもの、緑文字は算定率の高いもの 平成24年診療報酬改定にて入院基本料等に包括化した項目

（改）中医協 総－1－1

２ ３ ． １ ２ ． ７
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入院基本料等加算の算定率 ②

＜届出施設数、病床数を元に算出 (主に入院中に一定回数又は週一定回数算定するもの)＞

区分 診療報酬名 算定率
A230-3 精神科身体合併症管理加算 81.1%
A231-3 重度アルコール依存症入院医療管理加算 1.4%
A231-4 摂食障害入院医療管理加算 1.3%
A233-2 栄養サポートチーム加算 11.9%
A235 褥瘡患者管理加算 90.0%
A236 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 25.3%
A236-2 ハイリスク妊娠管理加算 13.7%
A237 ハイリスク分娩管理加算 45.5%
A238 慢性期病棟等退院調整加算 29.8%
A238-2 急性期病棟等退院調整加算 29.1%
A238-3 新生児特定集中治療室退院調整加算 4.5%
A238-4 救急搬送患者地域連携紹介加算 9.3%
A240 総合評価加算 8.5%
A242 呼吸ケアチーム加算 3.3%

＜算定率の算出が難しいもの＞

区分 診療報酬名
A224 無菌治療室管理加算

算出が難しい理由

1入院中に90日間まで算定するもので、かつ届出が不要なため

*緑文字は算定率の高いもの
平成24年診療報酬改定にて入院基本料等に包括化した項目

（改）中医協 総－1－1

２ ３ ． １ ２ ． ７
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栄養管理実施加算を算定している医療機関が多いことから、栄養管理
体制の確保を入院基本料及び特定入院料の要件とし、診療報酬体系の
簡素化を行う。

[入院基本料及び特定入院料の施設基準] （新たに追加された栄養管理に関する項目）

① 栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が１名以上配置されていること。ただし、有床診療所は非常勤であっても差し
支えない。

② 管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他の医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ
栄養管理手順（栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価，栄養管理計画，定期的な評価等）を作成すること。

③ 入院時に患者の栄養状態を医師、看護師、管理栄養士が共同して確認し、特別な栄養管理の必要性の有無について
入院診療計画書に記載していること。

④ ③において、特別な栄養管理が必要とされた患者について、栄養管理計画を作成していること。

⑤ 栄養管理計画には、栄養補給に関する事項、その他栄養管理上の課題に関する事項、栄養状態の評価間隔等を記載
すること。

⑥ 当該患者について、栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、栄養状態を定期的に記録していること。

⑦ 当該患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて栄養管理計画を見直していること。

⑧ 特別入院基本料及び短期滞在手術料１を算定する場合は、①～⑦までの体制を満たしていることが望ましい。

⑨ 当該保険医療機関において、①の基準が満たせなくなった場合、当該基準を満たさなくなった日の属する月を含む３か
月に限り、従来の入院基本料等を算定できる。

⑩ 平成24年３月31日において、栄養管理実施加算の届出を行っていない医療機関については、平成26年３月31日まで
の間は地方厚生(支)局長に届け出た場合に限り、①の基準を満たしているものとする。

入院基本料等加算の簡素化① （平成24年診療報酬改定）

栄養管理実施加算の簡素化
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入院基本料等加算の簡素化② （平成24年診療報酬改定）

栄養管理体制の確保方法①

＜従前の取扱いと変更がない部分＞
① 常勤管理栄養士の確保。
② 栄養管理手順の作成。
③ 栄養管理計画を作成した患者について、栄養状態の定期的な評価や記録、計画の見直し等を行う。

＜従前の取扱いと変更になる部分＞
① 入院患者の入院診療計画書に、特別な栄養管理の必要性の有無を記載する。

●入院診療計画書の例(電子カルテ等、様式の変更が間に合わない場合は「その他」欄に記載してもよい)

② 栄養管理計画は、入院診療計画書で必要と認めた患者について作成する。

③ 離職等のため、管理栄養士がいなくなった場合は、当該月を含めて３か月間は従来の入院料を算定
することができる※。 (それ以降は、特別入院基本料及び短期滞在手術料１のみ算定可能)

④ 有床診療所については、非常勤の管理栄養士でもよい。

1．栄養管理実施加算を算定している場合

※管理栄養士の離職又は長期欠勤のため栄養管理体制の基準を満たせなくなった病院又は診療所
については、栄養管理体制の基準が一部満たせなくなった保険医療機関として、届出を行うこと。9



入院基本料等加算の簡素化③ （平成24年診療報酬改定）

栄養管理体制の確保方法②

＜新たに必要となる項目＞
① 常勤の管理栄養士の確保(有床診療所では、非常勤でもよい)

ただし、別に届出を行うことで、平成26年３月31日まで猶予される。
※有床診療所は届け出の必要はない。

② 栄養管理手順の作成。
③ 入院患者の入院診療計画書に、特別な栄養管理の必要性の有無を記載する。

●入院診療計画書の例(電子カルテ等、様式の変更が間に合わない場合は「その他」欄に記載してもよい)

④ 入院診療計画書で特別な栄養管理の必要性がある患者について、栄養管理計画を作
成する。

⑤ 栄養管理計画を作成した患者について、栄養状態の定期的な評価や記録、計画の見
直し等を行う。

2．栄養管理実施加算を算定していない場合
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入院基本料の算
定条件

平成24年3月31日まで
栄養管理実施加算を

算定していなかった医療機関

平成24年3月31日まで
栄養管理実施加算を

算定していた医療機関

管理栄養士の
勤務形態

－
管理栄養士が勤務できなく

なった場合の措置

病院 常勤

平成26年3月31日まで管理栄養士

を配置（常勤）しなくても、厚生局に
届出を行うことで、包括化した入院
基本料等を算定可 厚生局に届出を行うことで、３

か月間は包括化した入院基本
料等を算定可

有床診療所 非常勤

平成26年3月31日まで管理栄養士

を配置（非常勤）しなくても、厚生局
に届出を行わなくても、包括化した
入院基本料等を算定可

栄養管理実施加算の入院基本料等への包括に伴う措置について
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（参考） 入院診療計画書及び栄養管理計画

有
の
場
合
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入院基本料等加算の簡素化④ （平成24年診療報酬改定）

褥瘡患者管理加算の簡素化

（旧）入院基本料における
褥瘡対策 褥瘡患者管理加算

対象者

日常生活の自立度が低い入院患
者（自立度がJ1～A2の場合、評価

表作成は不要）

褥瘡に関する危険因子のある患者
及び既に褥瘡を有する患者

人員

要件

褥瘡対策に係る専任の医師及び
専任の看護職員から構成される
褥瘡対策チームの設置

褥瘡対策に係る専任の医師及び
褥瘡看護に関して５年以上の臨床
経験を有する専任の看護師

様式

褥瘡に関する危険因子評価票
○褥瘡の有無
○日常生活自立度
・基本的動作能力
・栄養状態低下 など

褥瘡対策に関する診療計画書
○危険因子評価票の内容
○褥瘡の状態の評価

○看護計画

体制

患者の状態に応じて、褥瘡対策に
必要な体圧分散式マットレス等を
適切に選択し使用する体制が整え
られていること。

その他

（新）入院基本料における
褥瘡対策

日常生活の自立度が低い入院患者（自立度
がJ1～A2の場合、診療計画作成は不要）

＋

褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に
褥瘡を有する患者

褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡看護に
関して臨床経験を有する専任の看護職員か
ら構成される褥瘡対策チームの設置

褥瘡患者管理加算の様式を使用

患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体
圧分散式マットレス等を適切に選択し使用す
る体制が整えられていること。

褥瘡対策チームの構成メンバー等による褥
瘡対策に係る委員会の定期的な開催が望ま
しい。

入院基本料に包括
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日常生活の自立度が低い
入院患者に対して作成

別紙3

氏　名 殿 　　男　　女 計画作成日 . .

記入医師名　　　　　　　　　　　　　

（　　　　歳） 記入看護師名　　　　　　　　　　　　　

1．現在 なし　　あり （仙骨部、坐骨部、尾骨部、腸骨部、大転子部、踵部、その他（　　　）） 褥瘡発生日 . .

2．過去 なし　　あり （仙骨部、坐骨部、尾骨部、腸骨部、大転子部、踵部、その他（　　　））

＜日常生活自立度の低い入院患者＞

Ｊ（1，2） Ａ（1，2） Ｂ（1，2） Ｃ（1，2） 対処

・基本的動作能力 (ベッド上　自力体位変換） できる できない

(イス上　坐位姿勢の保持、除圧) できる できない

・病的骨突出 なし あり

・関節拘縮 なし あり

・栄養状態低下 なし あり

・皮膚湿潤（多汗、尿失禁、便失禁) なし あり

・浮腫（局所以外の部位） なし あり

＜褥瘡に関する危険因子のある患者及びすでに褥瘡を有する患者＞

深さ
(0)なし (1)持続する発赤 (2)真皮まで

   の損傷
(3)皮下組織ま
　 での損傷

(4)皮下組織を
　 こえる損傷

(5)関節腔、体腔
に至る損傷

(U)深さ判定が
不能の場合

滲出液
(0)なし

(0)皮膚損傷
　 なし

(3)4未満 (6)4以上
  16未満

(8)16以上
　36未満

(9)36以上
　64未満

(12)64以上
　100未満

(15)100以上

炎症・感染

(0)局所の炎
　 症徴候な
　 し

(0)創閉鎖又
　 は創が浅
　 い為評価
　 不可能

(1)創面の90%
　 以上を占める

(3)創面の50%
   以上90%未
   満を占める

(4)創面の10%
   以上50%未
   満を占める

(5)創面の10%
　 未満を占め
　 る

(6)全く形成さ
　 れていない

壊死組織
(0)なし (6)硬く厚い密着した壊死組織あり

(0)なし (6)４未満 (9)4以上16未満 (12)16以上36未満 (24)36以上

(6)多量：1日2回以上の交換

合
計
点

日常生活自立度

(9)全身的影響あり
　 （発熱など）

(3)柔らかい壊死組織あり

褥
瘡
の
状
態
の
評
価

(

D
E
S
I
G
N
|
R

)

危
険
因
子
の
評
価

褥瘡対策に関する診療計画書

病　棟

明・大・昭・平　　　　年　　　月　　　日　生　　　

褥瘡の有無

「あり」もしくは
「できない」が１
つ以上の場合、
看護計画を立案
し実施する

ポケット（㎝2）
(ポケットの長径×長径に直行
する最大径)－潰瘍面積

(1)少量：毎日の交換を要しない (3)中等量：1日1回の交換

大きさ（㎝2）
長径×長径に直行する最大径

肉芽形成
良性肉芽が占める割合

(1)局所の炎症徴候あり
  （創周辺の発赤、腫脹、熱感、
   疼痛）

(3)局所の明らかな感染徴候
   あり（炎症徴候、膿、悪
   臭）

（参考）褥瘡対策に関する診療計画書

計画の内容

圧迫，ズレ力の排除 ベッド上

イス上

スキンケア

栄養状態改善

リハビリテーション

　　２　日常生活自立度がＪ１～Ａ２である患者については、当該評価票の作成を要しないものであること。

（体位変換、体圧分散寝具、頭部
  挙上方法、車椅子姿勢保持等）

看
護
計
画

留意する項目

［記載上の注意］
　　１　日常生活自立度の判定に当たっては「「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度）判定基準」の活用について」
　　　　（平成３年11月18日　厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知 老健第102-2号）を参照のこと。
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①栄養管理実施加算の包括化について
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89.8%

88.8%

12.3%

9.6%

7.8%

86.7%

0.0%

3.4%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一般病棟入院基本料 (N=166)

療養病棟入院基本料 (N=179)

有床診療所 （N=487）

届出をしていた 届出をしていなかった 無回答

平成24年3月31日時点における栄養管理実施加算の届出状況①

平成24年3月31日時点において、一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料を届出している医療機関の多く
は栄養管理実施加算を届出していたが、有床診療所については届出していなかった割合が86.7%ある。

出典：H24入院医療等の調査、H24検証部会調査
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25.8%

72.7%

1.2% 3.6%
10.7% 5.5%
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者
が
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な
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い
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、
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職
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が
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養
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価
を
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た

管
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が
、

他
職
種
と
共
同
し
て
栄
養
評
価
を

行
っ
て
い
な
か
っ
た

そ
の
他

無
回
答

有床診療所における平成24年3月31日時点で栄養管理実施加算の届出をしていなかった理由
（複数回答、N=422）

有床診療所では、栄養管理実施加算を届出していなかった理由として、管理栄養士がいない、該当する患者
がいないとの回答が多い。

出典：H24検証部会調査

平成24年3月31日時点における栄養管理実施加算の届出状況②
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75.0%

57.1%

35.4% 35.0%

22.5% 21.4% 20.4% 19.8% 16.7% 13.5%

0.0% 0.0% 0.0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

耳鼻咽喉科

N＝8

小児科

N＝7

産婦人科

N＝99

眼科

N＝40

その他

N＝40

泌尿器科

N＝14

整形外科

N＝49

内科

N＝101

消化器科

N＝12

外科

N＝37

呼吸器科

N＝1

循環器科

N＝7

精神科

N＝3

平成２４年３月３１日時点で「栄養管理実施加算」の届出をしていなかった施設のうち、
「該当する患者がいない」と回答した施設の割合

出典：H24検証部会調査

有床診療所において、栄養管理実施加算を届出していなかった施設のうち、「該当する患者がいない」と回答
した施設の割合は、特に耳鼻咽喉科、小児科、産婦人科、眼科で多い。

平成24年3月31日時点における栄養管理実施加算の届出状況③

18



一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料を届出している医療機関では、常勤の管理栄養士数が増加して
いるが、有床診療所では、管理栄養士を確保している割合が増加するものの、平成24年9月時点で確保してい
ない割合は68.5%ある。

管理栄養士の確保状況①

■ 管理栄養士数 （病院：常勤、有床診療所：非常勤）

■ 有床診療所における管理栄養士の確保状況

一般病棟７対１ 一般病棟１０対１ 一般病棟１３対１ 一般病棟１５対１ 療病病棟１ 療養病棟２ 有床診療所

回答施設数 63 62 12 29 94 85 432

平成23年9月 3.71 1.82 1.17 1.10 1.79 1.42 0.10

平成24年9月 4.33 1.98 1.25 1.31 2.01 1.65 0.10

6.9%

8.8%

7.1%

10.4%

73.7%

68.5%

12.3%

12.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成23年9月

平成24年9月

常勤がいる施設 常勤はいないが非常勤がいる施設 常勤・非常勤ともにいない 無回答 出典：H24検証部会調査

（人：1施設あたり平均）
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出典：H24検証部会調査

0.6% 4.3% 5.0% 9.9%

78.3%

2.5%
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20%

40%
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100%

都
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会
に

相
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し
て
い
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人
材
派
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会
社
に
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談
し
て
い
る

ハ
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ー
ワ
ー
ク
に
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談
し
て
い
る

そ
の
他
の
機
関
に

相
談
し
て
い
る

相
談
し
て
い
な
い

無
回
答

「管理栄養士の確保の目処がまったく立っていない」と回答した施設
（複数回答 N=161）

管理栄養士の確保状況② （有床診療所）

 

5 4 .4 % 1 4 .5 % 2 .7 %

3 . 0 % 1 .7 %

2 3 .6 %

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

管 理 栄 養 士 が い な い
施 設 （ n = 2 9 6 ）

管 理 栄 養 士 の 確 保 の 目 処 が 具 体 的 に あ る
平 成 2 4 年 度 中 に 管 理 栄 養 士 を 確 保 す る 予 定
平 成 2 5 年 度 末 ま で に 管 理 栄 養 士 を確 保 す る 予 定
目 処 が ま っ た く 立 っ て い な い

そ の 他
無 回 答

1 6 1 施 設

「管理栄養士の確保の目処がまったく立っていない」と回答した有床診療所において、管理栄養士確保のため
の相談状況として、「相談していない」との回答が78.3%ある。

管理栄養士確保の
ための相談状況
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栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事するこ
とを業とする者をいう 。

○栄養士及び管理栄養士の定義（栄養士法第１条）

管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、
・傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導
・個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持

増進のための栄養の指導
・特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状

態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄
養改善上必要な指導等

を行うことを業とする者をいう。

栄養士

管理栄養士

（参考） 栄養士及び管理栄養士の定義

21



②褥瘡患者管理加算の包括化について
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81.9%

67.6%

30.6%

17.5%

27.9%

68.4%

0.6%

4.5%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一般病棟入院基本料 (N=166)

療養病棟入院基本料 (N=179)

有床診療所 （N=487）

届出をしていた 届出をしていなかった 無回答

平成24年3月31日時点における褥瘡患者管理加算の届出状況

平成24年3月31日時点において、褥瘡患者管理加算を届出していた割合は、一般病棟入院基
本料を届出している医療機関では81.9%、療養病棟入院基本料を届出している医療機関では
67.6%であったが、有床診療所では届出していなかった割合が68.4%である。

出典：H24入院医療等の調査、H24検証部会調査
23



専任の看護師の確保状況（有床診療所）
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％

＜有床診療所における平成24年3月31日時点で「褥瘡患者管理加算」の届出をしていなかった理由＞
（複数回答、n=333）

出典：H24検証部会調査

有床診療所では、褥瘡患者管理加算の届出をしなかった理由として、「該当する患者がいない」、「褥瘡看護
に関して５年以上の臨床経験を有する専任の看護師がいない」との回答が多い。 24



褥瘡患者に対する取組① （褥瘡対策チーム）

有床診療所においても、褥瘡対策チームの構成メンバーに医師、看護職員の確保はされている。

一般病棟入院基本料
（N=142）

療養病棟入院基本料
（N=123 ）

有床診療所
（N=346）

医師 1.71 1.18 1.1

看護師 7.15 3.75 1.5

うち皮膚・排泄ケア認定看護師 0.37 0.34 0.0

准看護師 0.27 0.59 1.6

その他 1.84 1.95 0.6

褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡看護に関して臨床経験を有する専任の看護職員から
構成

褥瘡対策チーム

（人：1施設あたり平均）
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26

褥瘡患者に対する取組② （カンファレンスの開催頻度）

褥瘡患者管理加算を届出をしていた

褥瘡患者管理加算を届出をしていなかった

（回/月）

（回/月）

褥瘡対策チームによるカンファレンについて、平成24年3月31日時点の褥瘡患者管理加算の届出の有無にか
かわらず、病院、有床診療所ともに、平成24年の開催頻度は、平成23年と比べて同程度である。

1.8 
1.3 

1.6
1.9 

1.3 
1.6

0.0

1.0

2.0

3.0

一般病棟入院基本料(N=100) 療養病棟入院基本料 (N=74) 有床診療所 (N=113)

平成23年4月～9月

平成24年4月～9月

1.5 1.2 1.1
1.5 1.2 1.2

0.0

1.0

2.0

3.0

一般病棟入院基本料 (N=15) 療養病棟入院基本料 (N=22) 有床診療所 (N=142)

平成23年4月～9月

平成24年4月～9月



褥瘡患者に対する取組③ （マットレス等の使用）

24.6 23.2 

2.8

27.8 26.8 

2.8
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一般病棟 (N=123) 療養病棟 (N=95) 有床診療所 (N=115)

平成23年9月

平成24年9月

10.4 

26.6 

2.2

10.8 

31.4 

2.4
0

10

20

30

40

一般病棟 (N=25) 療養病棟 (N=40) 有床診療所 (N=168)

平成23年9月

平成24年9月

褥瘡患者管理加算を届出をしていた

褥瘡患者管理加算を届出をしていなかった

（枚/月）

（枚/月）

圧切替型のエアマットレス

一般病棟入院基本料 療養病棟入院基本料

一般病棟入院基本料 療養病棟入院基本料

褥瘡対策に必要なマットレスについて、平成24年3月31日時点の褥瘡患者管理加算の届出の有無にかかわ
らず、病院、有床診療所ともに、平成24年の使用枚数は、平成23年と比べて同等もしくは増加している。 27



• 平成24年診療報酬改定において、診療報酬項目の簡素化の観点から、すでに多くの医療

機関で算定されている栄養管理実施加算、褥瘡患者管理加算の要件を入院基本料、特定

入院料の算定要件に包括した。

• 栄養管理については、平成24年検証部会調査の結果では、有床診療所において、非常勤

の管理栄養士を確保していない割合が多い。

• 褥瘡対策については、病院、有床診療所ともに褥瘡対策チームの人員が確保されており、

マットレスの使用、カンファレンスの開催頻度について、褥瘡患者管理加算の届出の有無に

かかわらず、平成24年診療報酬改定前後で大きな変化はない。

○ 栄養管理実施加算、褥瘡患者管理加算を入院基本料等の算定要件として包括化したこと
について、病院や有床診療所の取組状況を踏まえ、どのように考えるか。

【論点】

【課題】

診療報酬点数表における簡素化の検討について
（算定回数の高い加算）

28



③算定回数の低い加算について

29



算定率の低い加算について

区分 診療報酬名 算定率 主な算定要件
A220 ＨＩＶ感染者療養環境特別加算 0.0%後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者について算定する。

A226-2 緩和ケア診療加算 0.1%悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群の患者で、疼痛等身体症状や抑うつ等精神症状を持つ者に
緩和ケアチームが診療を行った場合に算定する。

A226 重症皮膚潰瘍管理加算 0.3%重症な皮膚潰瘍を有している者に医学管理を行った場合に算定する。

A231-2 強度行動障害入院医療管理加算 0.3%強度行動障害スコア10以上及び医療度判定スコア24以上の患者に、経験を有する医師等によ
る専門的入院医療が提供された場合に算定する。

A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算 0.3%二類感染症の患者及び疑似症状患者を個室又は陰圧室へ入院させた場合に算定する。

A221-2 小児療養環境特別加算 0.4%麻疹等に罹患しており、他の患者への感染の危険性が高い、又は易感染性により、感染症罹患
の危険性が高い、個室に入院した15歳未満の患者について算定する。

A205-3 妊産婦緊急搬送入院加算 0.7%
緊急分娩に対応できる医療機関において、妊娠に係る異常のため緊急入院を必要とする妊産
婦(直近3ヶ月以内に入院医療を要する原因疾患で受診歴のある場合をのぞく)が、緊急搬送さ
れ入院した場合に入院初日に算定する。

A231 児童・思春期精神科入院医療管理
加算

0.4%概ね8割以上が20歳未満の精神疾患を有する患者である病棟又は治療室に入院している20歳
未満の精神疾患を有する患者について算定する。

A228 精神科応急入院施設管理加算 0.4%応急入院患者等に対する診療応需態勢を整えている医療機関において、応急入院患者等を入
院させた初日に算定する。

＜患者の病態が算定要件となっている加算＞

区分 診療報酬名 算定率 主な算定要件

A225 放射線治療病室管理加算 0.0%悪性腫瘍の患者に対して、密封小線源あるいは治療用放射性同位元素により治療を受けている患者
を入院させる場合に算定する。

A205-2 超急性期脳卒中加算 0.0%脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師1名以上配置などの要件を満たす施設において、脳梗
塞と診断された患者に発症3時間以内にプラスミノーゲン活性化因子を投与した場合に算定する。

A226-2 緩和ケア診療加算 (再掲) 0.1%悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群の患者で、疼痛等身体症状や抑うつ等精神症状を持つ者に緩和ケ
アチームが診療を行った場合に算定する。

＜治療法が算定要件となっている加算＞

＜制度が算定要件となっている加算＞
区分 診療報酬名 算定率 主な算定要件

A238-5 救急搬送患者地域連携受入加算 0.1%紹介元医療機関と受入先医療機関とが連携をとっており、高次の救急医療機関に緊急入院した
患者を入院から5日以内に受け入れた場合に算定する。

A206 在宅患者緊急入院診療加算 0.1%在宅で療養を行っている患者が急変した際に入院を受け入れた場合に算定する。
A218-2 離島加算 0.4%離島地域に入院している患者に対して算定する。

（改）中医協 総－1－1

２ ３ ． １ ２ ． ７

算定率の計算にあたっては、各入院基本料等加算が算定された回数を分子とし、当該加算が算定可能な入院基本料、特定入院
料が算定された回数を広く分母として計算
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A220 ＨＩＶ感染者療養環境特別加算

後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者について算定する。

■ DPCデータによる実績 （平成23年4月～平成24年3月）

加算の算定件数①
後天性免疫不全症候群で

入院した件数②
①/②

558 1,150 48.5%

平成21年 平成22年 平成23年

実施件数※ 764 － 136

回数 7,512 － 2,077

主な算定要件

※ 明細書の数

■ 算定状況 （社会医療診療行為別調査6月審査分） 件・回/月
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A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算

二類感染症の患者及び疑似症状患者を個室又は陰圧室へ入院させた場合に算定する。

加算の算定件数① 結核で入院した件数② ①/②

787 5,934 13.3%

平成21年 平成22年 平成23年

実施件数 1,394 1,851 2,210

回数 20,791 31,021 39,098

主な算定要件

■ 算定状況 （社会医療診療行為別調査6月審査分） 件・回/月

■ DPCデータによる実績 （平成23年4月～平成24年3月）
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A225 放射線治療病室管理加算

悪性腫瘍の患者に対して、密封小線源あるいは治療用放射性同位元素による入院治療のた
めの病室において、放射線に係る必要な管理を行った場合に算定する。

加算の算定件数①
放射性同位元素内用療法管理料、
密封小線源治療を算定した件数②

①/②

4,497 10,551 42.6%

平成21年 平成22年 平成23年

実施件数 75 255 418

回数 225 622 1,480

主な算定要件

■ 算定状況 （社会医療診療行為別調査6月審査分） 件・回/月

■ DPCデータによる実績 （平成23年4月～平成24年3月）
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A205-2 超急性期脳卒中加算

脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師1名以上配置などの要件を満たす施設において、
脳梗塞と診断された患者に対し、発症後4.5時間以内にプラスミノーゲン活性化因子を投与した
場合に入院初日に算定する。

加算の算定件数①
組織プラスミノーゲン活性化因子を

使用した件数②
①/②

4,886 7,122 68.6%

平成21年 平成22年 平成23年

実施件数 152 80 446

回数 152 80 446

主な算定要件

■ 算定状況 （社会医療診療行為別調査6月審査分） 件・回/月

■ DPCデータによる実績 （平成23年4月～平成24年3月）
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A226-2 緩和ケア診療加算

悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群の患者で、疼痛等身体症状や抑うつ等精神症状を持つ者
に、緩和ケアチームが診療を行った場合に算定する。

平成21年 平成22年 平成23年

実施件数 1,371 1,274 3,089

回数 16,633 9,018 30,033

主な算定要件

■ 算定状況 （社会医療診療行為別調査6月審査分）

35

平成21年 平成22年 平成23年

届出医療機関数 113 144 159

■ 届出状況 （保険局医療課調べ 平成24年7月1日時点）

件・回/月
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A205-3 妊産婦緊急搬送入院加算

緊急分娩に対応できる医療機関において、妊娠に係る異常のため緊急入院を必要とする妊産
婦(直近3ヶ月以内に入院医療を要する原因疾患で受診歴のある場合を除く)が、緊急搬送され
入院した場合に入院初日に算定する。

平成21年 平成22年 平成23年

実施件数 1,489 2,251 1,964
回数 1,489 2,251 1,964

主な算定要件

平成21年 平成22年 平成23年

届出医療機関数 1,324 1,471 1,476

■ 算定状況 （社会医療診療行為別調査6月審査分）

■ 届出状況 （保険局医療課調べ 平成24年7月1日時点）

件・回/月

36

（参考） 産科・周産期傷病者搬送事案 41,484人 （平成23年中の救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査 総務省消防庁）
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A228 精神科応急入院施設管理加算

応急入院患者等に対する診療応需態勢を整えている医療機関において、応急入院患者等を入
院させた入院初日に算定する。

平成21年 平成22年 平成23年

実施件数 － 62 79

回数 － 62 79

主な算定要件

■ 応急入院患者数 （精神障害保健課調べ） 人/年

平成20年度 平成21年度 平成22年度

1,379 1,682 2,305

■ 算定状況 （社会医療診療行為別調査6月審査分） 件・回/月
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A206 在宅患者緊急入院診療加算

在宅で療養を行っている患者が急変した際に、在宅療養支援診療所等の連携医療機関等が
入院を受け入れた場合に算定する。

平成21年 平成22年 平成23年

実施件数 578 306 490
回数 578 306 490

主な算定要件

■ 在宅医療を受けた推計患者数 （患者調査）

千人平成17年 平成20年 平成23年

64.8 98.7 110.7

11,940 
12,487 

12,830 

13,758 

38.4 
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在宅療養支援診療所 在宅療養支援病院

※１医療機関あたり担当患者数＝全在宅療養支援診療所（病院）の担当在宅患者総数÷在宅療養支援診療所（病院）届出数

（参考）在宅療養支援診療所・病院の1医療機関当たり担当患者数の推移

■ 算定状況（社会医療診療行為別調査6月審査分）

千人

件・回/月

※調査日当日の推計数
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診療報酬点数表における簡素化の検討について
（算定回数の低い加算）

• 入院基本料等加算は、対象患者、施設基準を定めて、医療機関の体制や連携、特定の疾

患や病態に対する特殊診療等の評価を行っている。

• 入院基本料等加算のうち、各入院基本料等加算が算定された回数を分子とし、当該加算が

算定可能な入院基本料、特定入院料が算定された回数を分母として計算した場合、算定率

の低いものがあるが、分母が加算の趣旨に適していないとの指摘があった。

• 算定率が低いとされた入院基本料等加算のうち、DPC対象医療機関における実績等を踏ま
えると、加算の対象となる患者が当該加算を算定しているとの結果であった。

○ 算定率が低いとされた入院基本料等加算について、算定状況等を踏まえ、包括化・廃止
については慎重に対応することとし、評価を継続することとしてはどうか。

【論点】

【課題】
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